
　日頃から当農業委員会の活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、平成２８年４月１日の農業委員会等に関する法律の大改正によりスタートした

体制も早いもので３年の月日が経ちました。この３月末日をもって任期が満了したこと

に伴い、各委員を募集したところ農業委員８名、そして農地利用最適化推進委員１１名

の合計１９名の新たな体制による農業委員会活動が始動しました。任期はいずれも令和

４年３月３１日までとなり、次ページで各地区の委員を紹介いたします。

　農業委員会では、特に３つの業務を重点に活動します。まず、１つ目の「担い手への農

地利用の集積・集約化」では、農家への訪問や地域の話し合いに参加し、農地の貸し手

と借り手の意向を把握し、両者を引き合わせるなどの支援を積極的に行います。次に２

つ目の「遊休農地の発生防止・解消」では、遊休農地の地権者の利用意向を踏まえて、

遊休農地の解消に努めます。最後に３つ目の「新規就農・参入者の促進」では、新規参

入希望者に対し、営農農地を見つけるなど農地の所有者との橋渡しを担います。

 　いずれにしましても本会の責務は重大ですが、新たな１９名で今後３年間一丸となっ

て活動してまいります。

　今後より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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　農業委員会では、８月に利用状況調査（農地パトロール）を実
施しました。
　５つの地区ごとに地区担当の農業委員と農地利用最適化推進委
員で町内を巡回し、遊休農地や違反転用されている農地がないか
を確認しました。
　今後、利用の状況を踏まえ、それぞれの状況に応じた対策を講
じていくこととなります。
　遊休農地の解消に向けて、皆様のご理解とご協力をお願いいた
します。



各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員を紹介いたします。各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員を紹介いたします。

村　田

菅　生

足　立

●村上光博

●小山昭一 ●髙橋洋一●小林光正

●佐山加代子 ●河鰭忠夫

●南部　仁 ●前野幸子

●佐々木恒明

　今年度より村田町農業
委員会の仕事をしていま
すが、村田町の農地の転
用、または安定化に努力
していきます。

　高齢化や後継者不足の問題などで遊
休農地が増加する中、どのような解決
方法があるのか、一緒に考えていきた
いと思いますので、気軽に相談してく
ださい。

●丹野敬吉

　地域の農業や農地の現
状を見て、将来、希望が
持てるよう農業振興に力
を入れていきたいです。

　農業者の高齢化、後継者不足、担
い手不足と問題を抱える昨今、課題
に向かって農業委員会活動に取り組
み努力してまいりたいと思っており
ます。

　中間山地の郷土に次世代を見据
え、自立する農の最適化に取り組
んでまいります。

　耕作放棄地、就農者の高齢
化、後継者の不足、農地利用
など山積する課題に一役を担
えればと思います。

　高齢化と共に年々目
立ってくる耕作放棄地
を農業委員の方々と協
力し、少しでも減らす
よう努力していきたい
と思います。

　法の改正施行から４
年目。全国的に増える
遊休農地、後継者問題
などが当町でも深刻な
問題となっており、農
業委員としての自覚と
責任の重さを感じつつ
頑張りたいと思います。

　農業委員に任命され、早いも
ので３期目になりました。委員
会では３年前から耕作放棄地の
調査をして、その多さに何か解
決策があればと考えています。
また、毎月の総会に申請された
許可等に於いても農地法に則り、
厳正に対処したいと思います。

　農業委員と協力して、
農地の集積・耕作放棄
地の問題に初心を忘れ
ず、全力で取り組んで
いきたいと思います。



各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員を紹介いたします。各地区の農業委員・農地利用最適化推進委員を紹介いたします。
● 農 業 委 員 　 ● 推 進 委 員

沼　辺

小　泉

●山家文雄
(会長職務代理) ●櫻井とし子

●岩間一義 ●大沼三男

●大沼善明(会長) ●渡邊長松

● 櫻井正人●二瓶養作

農地のことは、私たちに
お気軽にご相談ください

　農地集約・耕作地の
問題について指導を受
けながら取り組んでい
きたいと思います。

　就農者の高齢化、耕
作放棄地解消に取り組
み、村田町農業振興の
一役を担うべく、精一
杯がんばりますのでよ
ろしくお願いいたしま
す。

　若い世代の農
業者が夢を持っ
て営める活力あ
る農業を目指
し、努力してま
いりたいと思い
ます。

　高齢化、後継者、担い手不足、さら
に加えて、イノシシを中心とした鳥獣
被害等で年々、耕作放棄地が増え、多
くの問題が山積している日本農業。
これを一気に解決する特効薬はあり
ませんが、何とか１９名が一丸となっ
て知恵を出し合い、農地を守り後世に
引き継げるよう努力していきます。

　女性農業委員として、
自覚を持ち農業・農地を
守り、若者が農業を職
業として働ける場所に
できるよう、声がけを
し努力していきたいと
思っております。

　村田町は水田基盤整
備率が最も低いので、
ほ場整備を進め、少し
でも集積できるよう頑
張りたい。

　耕作放棄地の解消に努
力していきたいと思いま
す。

●佐藤義宏

　農業人口の高齢化と若い人の
農業離れで耕作放棄地が増えて
います。土地の流動化を推進し、
夢と希望が持てるまちづくりを
目指します。

　農業を取り巻く環境は非常に厳しく、また、
高齢化が急速に進む今、遊休農地・非農地が
多く見受けられます。そこで我々は、町内の
区域内において農地の利用の推進を図るため
に委員として務めてまいります。



詳しい内容、ご相談は農業委員会、JAまで
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業
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年

金

の

特

徴

農業者の未来を支える農業者年金

自走式草刈機を
活用してみませんか？
　町内の遊休農地を解消し、農地をはじめとする農村の環境保全を目的として、地域で遊休農地解消に
取り組む団体や農業者等に自走式草刈機を貸出します。

耕作放棄地の解消にご協力下さい！
　農地が荒廃・遊休化すると、近隣の農地に迷惑をかけたり、ゴミの不法投棄が発生した

り、病害虫の発生や鳥獣被害の拡大、景観の悪化などの原因になります。

　所有者の方には、下草刈りを行うなどご協力をお願いします。

ハンマーナイフモア

HRC803　ゴムクローラタイプ

刈り幅800mm　最大能率26.5a/h

1日 1回1,000円 (別途払込手数料 )

立ち乗りステップに乗った状態でも作業ができ

ます。また、軽トラックに乗せ移動が可能です

(その際、脚立もお貸しします )。

機 種：

仕 様：

利用料：

特 徴：

6

5

4 「認定農業者で青色申告者」など、

一定の要件を満たす担い手の方には

保険料の国庫補助があります

支払った保険料（掛け金）の全額が

社会保険料控除の対象となり、所得

税や住民税の節税につながる大きな

税制上の優遇措置があります

年金は終身（生涯）受け取ることが

できます。仮に８０歳前に亡くなっ

た場合でも死亡一時金が遺族に支給

されます

2

1

3

次の３つの要件を満たす方は誰

でも加入できます

①　年間６０日以上の農業従事

②　国民年金第１号被保険者

③　６０歳未満

積立方式・確定拠出型のため、

財政的に安定した制度で少子高

齢時代でも強くて安心

保険料はいつでも（月額２万円

から６万７千円）自由に変更で

きます

その他詳細については、下記までお問い合わせください。

(問)農林課農業振興班　☎83-6406　　耕作放棄地対策協議会(農業委員会事務局)　☎83-6409
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